
議
会

議
案

第

十

二
号

石

川

県
議

会

委

員
会

条
例

の

一
部

を

改
正

す

る
条

例

に
つ

い

て

地

方

自

治

法

第

百

十

二

条

及

び

石

川

県

議

会

会

議

規

則

第

十

五

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

、

右

の

議

案

を

別

紙

の

と

お
り

提
出

し

ま
す

。

令

和

六
年

三

月
十

一
日

石

川
県

議

会
議

長

焼

田

宏

明

殿

提
出

者

議

員

紐

野

義

昭

議

員

宮

下

正

博

議

員

和
田

内

幸

三

議

員

米

澤

賢

司

議

員

作

野

広

昭

議

員

田

中

敬

人

議

員

一

川

政

之

議

員

谷

内

律

夫

議

員

佐

藤

正

幸

議

員

川

裕

一
郎



石
川

県

議
会

委

員
会

条

例
の

一

部
を

改

正
す

る

条
例

（

案
）

石

川

県
議

会

委

員
会

条
例

（

昭
和

三

十
一

年

石
川

県

条
例

第

二
十

二

号
）

の

一
部

を

次
の

よ

う
に

改

正
す

る

。

第

二

条

の

表

総

務

企

画

県

民

委

員

会

の

項

中

「

総

務

企

画

県

民

委

員

会

」

を

「

総

務

復

興

企

画

委

員

会

」

に

改

め

、

「

総

務

部

」

の

下

に

「

、

能

登

半

島

地

震

復

旧

・

復

興

推

進

部

」

を

加

え

、
「

、

県

民

文

化

ス

ポ

ー

ツ

部

」

を

削

り

、

同
項

の

次
に

次

の
よ

う

に
加

え

る
。

文
化

商

工
公

安

委
員

会

十

人

文

化
観

光
ス

ポ

ー
ツ

部

、

商
工

労
働

部

、
公

安

委
員

会

及
び

労

働
委

員

会

の

所

管
に

属

す
る

事

項
並

び

に
こ

れ
に

関

連

す
る

事

項

第

二
条

の

表

商
工

観

光
公

安
委

員

会
の

項

を

削
る

。

附

則

（
施

行
期

日

）

１

こ
の

条

例
は

、

令
和

六

年
四

月

一
日

か

ら
施

行
す

る

。

（

経
過

措

置
）

２

こ

の

条

例

の

施

行

の

際

現

に

改

正

前

の

石

川

県

議

会

委

員

会

条

例

（

以

下

「

旧

条

例

」

と

い

う

。
）

の

規

定

に

よ

る

総

務

企

画

県

民

委

員

会

及

び

商

工

観

光

公

安

委

員

会

の

委

員

長

、

副

委

員

長

及

び

委

員

で

あ

る

者

は

、

こ

の

条

例

の

施

行

の

日

に

、

改

正

後

の

石

川

県

議

会

委

員

会

条

例

（

以

下

「

新

条

例

」

と

い

う

。
）

の

規

定

に

よ

る

総

務

復

興

企

画

委

員

会

及

び

文

化

商

工

公

安

委

員

会

の

委

員

長

、

副

委

員

長

及

び

委

員

と

な

る

も

の

と

し

、

そ

の

任

期

は

、

石



川

県

議

会

委

員

会

条

例

第

二

条

の

二

第

一

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、
旧

条

例

の

規

定

に

よ

る

総

務

企

画

県

民

委

員

会

及

び
商

工

観

光
公

安
委

員

会
の

委

員
と

し

て
の

任

期
の

残

任
期

間

と
同

一

の
期

間

と
す

る

。

３

こ

の

条

例

の

施

行

の

際

現

に

旧

条

例

の

規

定

に

よ

る

常

任

委

員

会

に

付

議

さ

れ

て

い

る

事

件

は

、

こ

の

条

例

の

施

行

の

日

に

、

新

条

例

の

規

定

に

よ

り

当

該

事

件

を

所

管

す

る

こ

と

と

な

る

常

任

委

員

会

に

付

議

さ

れ

た

も

の

と

み

な

す
。



提
案

理
由

能

登

半

島

地

震

復

旧

・

復

興

推

進

部

の

設

置

等

に

伴

い

、

関

係

常

任

委

員

会

の

名

称

及

び

所

管

事

項

を

改

正

す

る

必

要

が
あ

る

。
こ

れ

が
、

こ

の
条

例

案
を

提

出
す

る

理
由

で

あ
る

。


